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☆来所の前には必ず電話予約を！　☆集金・振込ともに当月15日までへのご協力を切にお願いします。

《 予　定　表 》
2/15（日）確定申告学習会（馬宮コミセン 第 3 集会室）14:00 ～ 16:00

2/16（月）確定申告学習会（宮原コミセン 第 3 集会室）13:30 ～ 16:00

2/17（火）確定申告学習会（上峰コミュホ 会議室）14:00 ～ 16:00

2/19（木）常任理事会 19:00 ～

2/22（日）確定申告学習会（大宮民商事務所） 9:00 ～ 12:00
　　　　 確定申告学習会（与野本町コミセン 第 3・4 会議室）14:00 ～ 16:00

2/24（火）確定申告学習会（西部文化センター 第 4 集会室）14:00 ～ 16:00
　　　　 確定申告学習会（馬宮コミセン 第 4 集会室）18:00 ～ 20:00

3/ 1（日）確定申告学習会（大宮民商事務所） 9:00 ～ 12:00

3/ 2（月）確定申告学習会（和風スナック花（加茂川団地）） 13:30 ～ 15:30

確認しましょう 確定申告の注意点！
●家賃や水道光熱費を経費にする際は、事業と家事の使用割合で按分！
　賃貸アパート等に居住していて、そこで事業活動（事務・経理・作成・加
工作業等）をしている場合は、支払った家賃から事業と家事の使用割合で按
分した額が経費になります。水道光熱費も同じように按分して経費に計上で
きます。

●医療費控除の留意点！
　・�同一生計親族の分を合算できます。・老人ホーム等の支払いでは、領収書の「医療費控除の対象分」
等と記載された金額が控除の対象になります。・「誰が」「どの医療機関で」「年間合計いくら支払っ
たか」の明細を作って申告書に添付する必要があります。・生命保険から受け取る入院給付金等は、
医療費から差し引かなければなりません。

　・�医療費控除に使用した領収書は 5年間保存が必要。税務署から求められたときは提示しなければ
なりません。

 医療費控除の額＝支払った医療費の合計額－（所得金額合計額×5% ※）※ 10 万円を超えた場合は 10 万円

●還
かんぷ

付が発生する場合は「還付額」と
　「受取口座」の記入を忘れずに！
　源泉税や予定納税が還付になる場合
は、申告書第一表の (53)「還付される
税金」欄へ還付金額の記入をお忘れな
く。また「還付される税金の受取場所」欄にも受
取口座の情報を忘れずに記入しましょう。

販売中 信州 霧しなそば
　長野、 信州開田高原の㈱霧しな製。 ヤマイモ入りの

やや太めの麺は食べ応えがあり、

のど越し良し。 一般の量販店には

流通しない一品です。

1 箱：2,500 円
　　（200g × 8 袋）


